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所管 地域力推進課 

 

本庁舎公共施設利用システム（うぐいすネット）窓口の開設日時の変更について 

 

 

 本庁舎公共施設利用システム（うぐいすネット）窓口の開設日時について、戸籍

住民窓口の開設日変更に合わせ以下のとおり変更する。 

 

 

１ 窓口開設日時 

（1）変更前（令和３年３月 31日まで） 

曜日 受付窓口時間 休業日 

月曜日から 

金曜日まで 
９：００から１９：００ 年末年始、祝日 

土・日曜日 ９：００から１７：００ 年末年始 

 

（2）変更後（令和３年４月１日から） 

曜日 受付窓口時間 休業日 

火・水・金曜日 ９：００から１７：００ 

年末年始、祝日 

月・木曜日 ９：００から１９：００ 

日曜日 ９：００から１７：００ 年末年始 

※ 変更後は、土曜日の窓口は開設しない。 

 

２ 変更時期 

令和３年４月１日（木）から 

 

３ 広報 

区民への周知は、ホームページ、３月 11日号の区報で行う。 

 

４ その他 

  本庁舎以外の公共施設利用システム（うぐいすネット）窓口の開設日時に変更

はない。 


